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第２節 水環境

１ 水質の状況【大気水質保全課】

河川、湖沼等の公共用水域は、生活用水、工業用水、農業用水、漁業、レクリェ－ションなどに広

く利用され、きれいな川、緑豊かな水辺は、人々にうるおいとやすらぎを与え、また、多様な生物た

ちにとっても大切な生息の場となっている。

また、地下水は、水質が良好で年間を通して水温が安定している等の特質から多くの目的に利用さ

れている。

本県では、昭和48年度から公共用水域水質測定を行っており、平成元年度からは、地下水について

も水質測定を行っている。

また、河川について、昭和59年度から水生生物を指標として水質を評価する、水生生物調査も行っ

ている。

（１）公共用水域水質測定結果の概要

本県の河川は、富士川水系、相模川水系及び多摩川水系で構成されており、本川、支川を合わせ

ると、河川法の一級河川が601、二級河川が９、合計610で、その総延長は、約2,096kmに及んでい

る。

なお、富士五湖の山中湖、河口湖は一級河川に、西湖、精進湖及び本栖湖は二級河川に含まれて

いる。

これらの公共用水域については、毎年、水質汚濁防止法に基づき測定計画を定めて水質測定を実

施し、その測定結果を環境基本法に基づく環境基準で評価を行っている。

平成1５年度は、34水域、50地点（河川44、湖沼6地点）で水質測定を実施した。

測定期間及び測定回数A

平成15年４月から平成16年３月までの間、毎月１日、河川は午前・午後の１日２回、湖沼は１

日１回、測定を実施した。

測定地点及び測定機関B

富士川、相模川、多摩川の本川、支川及び富士五湖の34水域、50地点（河川44、湖沼６地点）

で、県、国土交通省及び甲府市が測定を実施した （図2-3-17、表2-3-14）。
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図2-3-17   測定地点図
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表2-3-14 公共用水域水質調査地点

番 基準 達成 測定機関 流量 指定

水系名 流域名 水域名 水質測定点 測定

号 類型 期間 地点 年度

富士川(1) 1 国界橋  ＡＡ   イ  　○  S47 

富士川(1) 2 船山橋  ＡＡ   イ  　●  　△  S47

富 富士川(2) 3 信玄橋   Ａ   イ  　○  S47 

富士川(2) 4 三郡西橋   Ａ   イ  　●  S47

富士川(3) 5 富士橋   Ａ   ハ  　●  　△  S47

富士川(4) 6 南部橋   Ａ   ロ  　●  　△  S47

 　富 大門川 7 大門ダム貯水池  　○

塩　川 8 塩川ダム貯水池  　○

塩　川 9 藤井堰  　○

川 塩　川 10 塩川橋  　○  　△

黒沢川 11 黒沢川流末   Ｃ   ハ  　●  　△   H6 

滝沢川 12 新大橋   Ｂ   イ  　●  　△   H6 

笛吹川上流 13 広瀬ダム貯水池   Ａ   イ  　○  S49

笛吹川上流 14 亀甲橋   Ａ   イ  　●  　△  S49

笛吹川下流 15 鵜飼橋   Ａ   ハ  　○  　△  S49 

笛吹川下流 16 桃林橋   Ａ   ハ  　○  　△  S49 

笛 笛吹川下流 17 三郡東橋   Ａ   ハ  　●  S49 

重　川 18 千野橋   Ｂ   イ  　○  S49☆

重　川 19 重川橋   Ｂ   イ  　●  S49☆

日　川 20 葡萄橋   Ａ   イ  　○  S49☆

日　川 21 日川橋   Ａ   イ  　●  S49☆

平等川 22 平等橋   Ｂ   イ  　○  S49 

平等川 23 平等川流末   Ｂ   イ  　●  　△  S49

 　川 濁　川 24 砂田橋   Ｃ   ハ  　○  　△  S49☆

濁　川 25 濁川橋   Ｃ   ハ  　●  　△  S49☆

川 荒川上流 26 荒川ダム貯水池  ＡＡ   イ  　○  S49

荒川上流 27 桜　橋  ＡＡ   イ  　●  　△  S49

荒川下流 28 千秋橋   Ｂ   ハ  　○  S49

荒川下流 29 二川橋   Ｂ   ハ  　●  　△  S49

鎌田川 30 高室橋   Ｂ   ハ  　○  S49 

鎌田川 31 鎌田川流末   Ｂ   ハ  　●  　△  S49

相模川上流(1) 32 富士見橋  ＡＡ   イ  　●  　△  S47

相模川上流(2) 33 大月橋   Ａ   ハ  　●  　△  S47

 　相 相 相模川上流(2) 34 桂川橋   Ａ   ハ  　○  　△  S47

宮　川 35 昭和橋   Ｂ   ロ  　●  　△   H6 

柄杓流川 36 流末   Ａ   ハ  　●  　△   H6 

模 大幡川 37 大幡川流末  　○

朝日川 38 落合橋   Ａ   イ  　●  　△   H6 

笹子川 39 西方寺橋   Ａ   イ  　●  　△   H6 

 　模 川 鶴　川 40 鶴川橋   Ａ   イ  　●  　△   H6 

道志川 41 道志川流末  　○  　△

秋山川 42 秋山川流末  　○  　△

山中湖 43 山中湖湖心   Ａ   イ  　●  S49

富 河口湖 44 河口湖湖心   Ａ   イ  　●  S49

士 河口湖 45 河口湖船津沖   Ａ   イ  　○  S49 

 　川 五 西　湖 46 西湖湖心   Ａ   イ  　●  S49

湖 精進湖 47 精進湖湖心   Ａ   イ  　●  S49

本栖湖 48 本栖湖湖心  ＡＡ   イ  　●  S49

多摩川上流(1) 49 下保之瀬橋  ＡＡ   イ  　○  　△  S45

小菅川 50 小菅川流末  　○  　△

３水系 ５流域 34水域 計 50地点 31地点 12地点 7地点 27地点

　　　　 　　　　●印：環境基準点(27地点)　　○印：補助点(23地点)　　☆印：Ｈ７年３月環境基準変更水域(6地点)

士

吹

多摩川 多摩川

国　土
交通省

山梨県 甲府市

士
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測定結果C

ア 健康項目

カドミウム、シアン等人の健康の保護に関する環境基準は、すべての公共用水域に一律に定

められており、平成15年度は、全50地点で測定したところ、塩川流域（塩川ダム貯水池）にお

いて、自然由来のため、砒素が 0.011 mg/l（年間平均値）と基準を超過した。

しかし、その他の項目については、すべての地点で基準を達成した。

イ 生活環境項目

ｐＨ、ＢＯＤ等生活環境の保全に関する環境基準は、利用目的に応じて河川６種類（ＡＡ、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ 、湖沼４種類（ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の水域類型に分類され、県内の河川）

にはＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃが、湖沼にはＡＡ、Ａがあてはめられている。

平成15年度は、全50地点で測定したところ、次のとおりであった。

◆ ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）又はＣＯＤ（化学的酸素要求量）

水域類型があてはめられている27水域における環境基準の達成率（ＢＯＤ又はＣＯＤの日

間平均値が年間で75％以上基準に適合している地点の割合）は次のとおりである （表2-3-1。

4）

河 川 ８１．８％ 18水域／22水域 （９０．９％ 20水域／22水域）

湖 沼 ６０．０％ 3水域／ 5水域 （４０．０％ 2水域／ 5水域）

（ ）内は、前年度の値

また、平成７年度からの環境基準の達成率推移をみると、次のとおりである。

表2-3-15 生活環境項目（ＢＯＤ又はＣＯＤ）の達成状況推移
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◆ ｐＨ（水素イオン濃度 、ＳＳ（浮遊物質量 、ＤＯ（溶存酸素量 、大腸菌群数） ） ）

類型があてはめられている水域での総測定日数に対する環境基準に適合した日数の割合

（環境基準適合率）は次のとおりであった。

97.0% （91.9%）ｐＨ 河川

83.3% （86.1%）湖沼

93.1% （95.5%）ＳＳ 河川

% （98.6 %）湖沼 100

98.8% （97.1%）ＤＯ 河川

100 % （100 %）湖沼

.9% （12.6%）大腸菌群数 河川 6

84.7% （80.6%）湖沼

（ ）内は、前年度の値
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表2-3-16 環境基準達成率

湖沼達成率 40.0%

×

3.0 ○

3.3 ×

達成水域／評価対象水域

河川達成率

達成水域／評価対象水域

1.1 ×

2/5

2.5 ○

3.2

1.2 ○

20/22

90.9%

0.7 ○

0.8 ○

3.3 ×

1.2 ○

0.6 ○

1.5 ○

2.1 ○

2.7 ○

4.6 ○

0.9 ○

0.9 ○

1.8 ○

1.6 ○

2.4 ○

5.8 ×

0.6 ○

0.9 ○

2.2 ○

1.3 ○

1.8 ○

75%値

1 ○

14 年度

ＢＯＤ（ＣＯＤ） 75%値達成状況

平成 14 年度 平成

75%値

年度平成 15 年度

ＢＯＤ（ＣＯＤ）類型 75%値達成状況

平成 15

AA

水
系
名

流
域
名

富
富士川(１) １

番
号水域名 水質測定点

0.6 ○

A富士川(２) ２ 三郡西橋 1.1 ○

船山橋

士
富士川(３) ３ 富士橋 A 2.1 ×

0.9富 富士川(4) ４ 南部橋 A ○

川
黒沢川 ５ 黒沢川流末 C

滝沢川 ６ 新大橋 B

2.1 ○

3.4 ×

笛吹川上流 ７ 亀甲橋 A 0.7 ○

士
笛

笛吹川下流 ８ 三郡東橋 A 2.0 ○

B重川 ９ 重川橋 2.2 ○

日川 １０ 日川橋 A 0.9 ○

吹 平等川 １１ 平等川流末 B 1.8 ○

川 濁川 １２ 濁川橋 C 5.2 ×

川
荒川上流 １３ 桜橋 AA 1.0 ○

B荒川下流 １４ 二川橋 1.5 ○

鎌田川 １５ 鎌田川流末 B 2.7 ○

相
相模川上流(1) １６ 富士見橋 AA 0.6 ○

A 1.1 ○相 相模川上流(2) １７ 大月橋

宮川 １８ 昭和橋 B 3.9 ×

模 模 柄杓流川 １９ 流 末 A 1.1 ○

朝日川 ２０ 落合橋 A 0.6 ○

川
川 笹子川 ２１ 西方寺橋 A 0.8 ○

A鶴川 ２２ 鶴川橋 1.2 ○

18/22

81.8%

2.7 ○

3.3
相

富 山中湖 １

士 河口湖 ２

模
五

西湖 ３ A

河口湖湖心 A

山中湖湖心 A

精進湖湖心

○

×

川
湖 精進湖 ４ A

2.3西湖湖心

本栖湖 ５ 本栖湖湖心 AA

60.0%

3/5

1.1

2.9

×

○

※75％値　ｎ個の日間平均値を値の小さいものか
ら並べたとき、ｎ×0.75番目の数値をいう。ｎ×0.75
が整数でないときは、小数点以下を切り上げる。

（例）年間１２個の日間平均値がある場合
   12×0.75＝９・・・値の小さいものから９番目の値

類型
AA：BOD１㎎/㍑以下、COD１㎎/㍑以下
A　：BOD２㎎/㍑以下、COD３㎎/㍑以下
B　：BOD３㎎/㍑以下
C　：BOD５㎎/㍑以下
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5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 H１ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

富士 川 (1) 国 界橋 AA イ 1 1 . 0 0 . 5 0 . 9 0 . 7 0 . 8 1 . 0 0 . 8 1 . 7 0 . 8 1. 0 0 . 9 0 . 9 1 . 1 1 . 0 0 . 9 0 . 9 0 . 8 0 . 7 0 . 6 0 . 5 0. 7 0 .6 0 . 5 0 . 6

富士 川 (1) 船 山橋 ● AA イ 1 0 . 9 1 . 0 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 0 0 . 8 0 . 9 0 . 8 1. 0 1 . 1 1 . 1 1 . 3 1 . 1 1 . 1 0 . 9 1 . 0 0 . 7 0 . 7 0 . 8 0. 8 0 .8 0 . 8 0 . 6

富 富士 川 (2) 信 玄橋 Ａ イ 2 1 . 0 1 . 2 0 . 8 0 . 9 0 . 9 1 . 2 1 . 1 1 . 0 0 . 8 1. 1 1 . 2 1 . 3 1 . 5 1 . 1 1 . 4 0 . 9 1 . 5 1 . 0 0 . 9 1 . 0 0. 9 1 .0 1 . 0 0 . 9

富士 川 (2) 三 郡西 橋 ● Ａ イ 2 1 . 1 1 . 1 0 . 9 1 . 1 1 . 4 1 . 4 1 . 3 1 . 2 1 . 1 1. 1 1 . 4 1 . 6 1 . 5 1 . 2 1 . 5 1 . 3 1 . 4 1 . 0 0 . 9 1 . 0 1. 1 1 .1 1 . 1 1 . 0

富士 川 (3) 富 士橋 ● Ａ ハ 2 2 . 2 2 . 2 2 . 0 1 . 6 2 . 2 2 . 3 2 . 3 2 . 6 2 . 2 1. 9 2 . 5 2 . 2 2 . 6 2 . 0 2 . 4 2 . 3 2 . 1 1 . 9 1 . 7 2 . 0 1. 6 2 .5 1 . 7 1 . 6

富士 川 (4) 南 部橋 ● Ａ ロ 2 1 . 1 1 . 3 1 . 1 0 . 9 1 . 0 1 . 2 1 . 0 1 . 1 1 . 0 1. 2 1 . 3 1 . 2 1 . 7 1 . 2 1 . 1 0 . 8 0 . 9 0 . 8 0 . 8 1 . 0 0. 7 0 .8 0 . 8 0 . 8

大門 川 大 門ダ ム   －   －   －   －   －   －   －   － 1 . 9 1. 6 2 . 2 2 . 1 1 . 3 1 . 5 1 . 3 1 . 1 1 . 3 1 . 1 0 . 9 1 . 3 1. 0 0 .9 1 . 0 0 . 8

塩　 川 塩 川ダ ム   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   － 0 . 9 0 . 8 0. 8 1 .0 0 . 9 0 . 9

塩　 川 藤 井堰 0 . 8 1 . 1 1 . 1 0 . 9 0 . 9 1 . 3 1 . 1 1 . 6 0 . 9 0. 8 0 . 9 0 . 9 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 0 1 . 1 1 . 2 1 . 0 1. 0 0 .8 1 . 1 1 . 0

川 塩　 川 塩 川橋 0 . 9 1 . 0 0 . 7 0 . 8 0 . 8 1 . 1 0 . 9 0 . 9 0 . 9 1. 1 1 . 1 1 . 2 1 . 3 1 . 0 1 . 1 0 . 9 1 . 0 0 . 8 0 . 9 1 . 0 0. 9 0 .9 0 . 8 0 . 8

黒沢 川 黒 沢川 流 末 ● Ｃ ハ 5 3 . 9 5 . 5 5 . 4 4 . 9 6 . 3 9 . 0 4 . 6 7 . 0 4 . 0 4. 9 6 . 6 4 . 7 5 . 3 5 . 1 4 . 5 5 . 1 4 . 0 3 . 8 3 . 5 3 . 0 2. 6 2 .5 2 . 0 1 . 9

滝沢 川 新 大橋 ● Ｂ イ 3   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   － 3 . 6 3 . 3 2 . 9 2 . 6 5 . 8 3. 9 4 .0 5 . 0 2 . 5

年 　 平 　 均 　 値 1 . 4 1 . 7 1 . 5 1 . 4 1 . 7 2 . 2 1 . 5 2 . 0 1 . 4 1 . 6 1 . 9 1 . 7 1 . 9 1 .6 1 . 6 1 . 7 1 . 7 1 . 4 2 . 0 2 . 3 2 . 2 2 . 3 2 . 4 1 . 1

笛吹 川 上流 広 瀬ダ ム Ａ イ 2 0 . 5 0 . 5 0 . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 9 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0. 5 0 . 9 0 . 7 0 . 6 0 . 7 0 . 9 0 . 9 0 . 7 0 . 7 0 . 6 0 . 6 0. 9 0 .7 0 . 6 0 . 6

笛吹 川 上流 亀 甲橋 ● Ａ イ 2 1 . 3 1 . 1 0 . 9 1 . 1 1 . 0 1 . 3 1 . 2 1 . 2 1 . 1 0. 9 1 . 2 1 . 0 1 . 1 1 . 0 1 . 1 1 . 7 1 . 5 0 . 7 0 . 6 0 . 7 0. 7 0 .7 0 . 6 0 . 9

笛吹 川 下流 鵜 飼橋 Ａ ハ 2 1 . 9 1 . 9 1 . 4 1 . 4 1 . 6 1 . 7 1 . 9 1 . 8 1 . 7 1. 2 1 . 5 1 . 6 1 . 7 1 . 6 1 . 6 2 . 0 2 . 1 2 . 0 1 . 2 1 . 7 1. 7 1 .3 1 . 2 1 . 1

笛吹 川 下流 桃 林橋 Ａ ハ 2 2 . 8 2 . 5 2 . 2 1 . 5 1 . 6 1 . 9 1 . 6 1 . 9 1 . 2 1. 0 1 . 1 1 . 1 3 . 2 2 . 9 4 . 1 4 . 1 3 . 5 3 . 3 2 . 5 2 . 6 2. 4 3 .2 2 . 4 2 . 1

笛 笛吹 川 下流 三 郡東 橋 ● Ａ ハ 2 2 . 6 2 . 3 1 . 8 1 . 4 1 . 4 1 . 5 1 . 4 1 . 6 1 . 2 0. 7 1 . 1 1 . 0 2 . 8 2 . 8 2 . 9 2 . 8 2 . 8 2 . 8 2 . 4 2 . 6 2. 2 2 .5 1 . 7 2 . 0

重　 川 千 野橋 Ｂ イ 3 1 . 2 1 . 3 1 . 4 1 . 3 1 . 2 1 . 6 1 . 2 1 . 7 0 . 9 0. 9 0 . 9 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 4 1 . 2 1 . 0 1 . 0 0 . 8 0 . 8 1. 0 0 .9 0 . 7 0 . 7

重　 川 重 川橋 ● Ｂ イ 3 3 . 6 3 . 5 3 . 0 2 . 4 3 . 1 3 . 0 2 . 7 3 . 1 2 . 0 1. 9 2 . 4 2 . 1 2 . 0 2 . 2 2 . 4 3 . 2 3 . 2 3 . 6 2 . 3 2 . 6 2. 8 2 .1 1 . 9 2 . 2

日　 川 葡 萄橋 Ａ イ 2 0 . 9 0 . 7 1 . 1 1 . 0 1 . 0 1 . 1 0 . 8 1 . 3 0 . 7 0. 9 0 . 6 0 . 8 0 . 9 0 . 9 0 . 9 0 . 7 0 . 7 0 . 8 0 . 5 0 . 5 0. 5 0 .5
0 . 5 0 . 6

日　 川 日 川橋 ● Ａ イ 2 1 . 2 1 . 3 1 . 0 0 . 9 1 . 0 1 . 8 1 . 3 1 . 3 0 . 9 0. 7 0 . 8 0 . 9 0 . 9 1 . 0 0 . 8 1 . 4 1 . 2 1 . 3 0 . 9 1 . 4 2. 3 1 .1
0 . 7 0 . 9

平等 川 平 等橋 Ｂ イ 3 2 . 8 2 . 8 2 . 9 3 . 8 4 . 2 7 . 1 3 . 2 4 . 8 3 . 6 3. 6 3 . 1 2 . 8 3 . 1 2 . 8 3 . 9 3 . 2 2 . 7 2 . 3 2 . 3 2 . 1 1. 9 2 .1
1 . 7 1 . 6

平等 川 平 等川 流 末 ● Ｂ イ 3 2 . 9 3 . 3 3 . 9 3 . 0 4 . 2 5 . 7 2 . 7 3 . 5 2 . 4 2. 6 2 . 8 2 . 2 2 . 0 2 . 2 1 . 8 2 . 8 2 . 5 3 . 1 4 . 4 2 . 6 2. 3 2 .1
1 . 7 1 . 6

濁　 川 砂 田橋 Ｃ ハ 5 1 1 . 9 1 1 . 2 1 4 . 1 1 3 . 3 1 2 . 4 1 8 . 5 1 0 . 9 1 6 . 9 12 . 0 1 2. 0 1 6 . 0 1 0 . 7 1 5 . 0 9 . 9 1 6 . 0 1 1 . 7 8 . 7 8 . 1 6 . 6 6 . 7 3. 8 4 .8
2 . 5 2 . 2

濁　 川 濁 川橋 ● Ｃ ハ 5 1 0 . 8 7 . 9 1 0 . 6 7 . 3 1 1 . 1 1 7 . 8 8 . 7 1 1 . 8 9 . 4 1 4. 7 1 5 . 0 7 . 2 6 . 8 5 . 1 6 . 4 6 . 0 5 . 3 5 . 5 5 . 1 4 . 8 3. 6 4 .0
4 . 3 4 . 7

川 荒川 上 流 荒 川ダ ム AA イ 1   －    －    －    －    －    －  0 . 7 1 . 1 0 . 8 0. 9 0 . 7 1 . 1 0 . 7 0 . 9 0 . 9 0 . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 6 1. 1 1 .0
0 . 8 0 . 9

荒川 上 流 桜 橋 ● AA イ 1 0 . 9 0 . 9 1 . 3 1 . 1 1 . 1 1 . 4 1 . 1 1 . 7 0 . 8 0. 8 0 . 8 0 . 7 0 . 6 0 . 8 1 . 0 0 . 9 1 . 1 0 . 7 0 . 6 0 . 6 0. 8 0 .7 0 . 7 0 . 8

荒川 下 流 秋 橋 Ｂ ハ 3 1 .7 1 . 9 1 . 3

荒川 下 流 二 川橋 ● Ｂ ハ 3 3 . 5 6 . 9 6 . 9 4 . 5 7 . 0 8 . 6 4 . 4 7 . 0 4 . 2 4. 5 5 . 1 2 . 9 4 . 2 3 . 8 4 . 8 3 . 5 4 . 0 2 . 8 2 . 1 2 . 3 2. 0 1 .9 1 . 8 1 . 5

鎌田 川 高 室橋 Ｂ ハ 3 3 . 9 4 . 3 5 . 7 4 . 4 4 . 6 7 . 5 5 . 0 5 . 3 3 . 9 3. 9 4 . 9 3 . 3 3 . 9 4 . 4 4 . 3 4 . 9 4 . 5 4 . 5 3 . 9 3 . 7 3. 0 3 .8 2 . 6 2 . 4

鎌田 川 鎌 田川 流 末 ● Ｂ ハ 3 3 . 1 3 . 9 4 . 6 4 . 3 5 . 3 7 . 1 4 . 2 5 . 0 3 . 5 5. 2 4 . 6 3 . 5 3 . 5 3 . 9 3 . 9 4 . 1 3 . 9 3 . 5 3 . 5 3 . 2 3. 4 2 .8 2 . 4 2 . 4

年 　 平 　 均 　 値 3 . 3 3 . 3 3 . 7 3 . 1 3 . 7 5 . 2 3 . 0 4 . 0 2 . 8 3 . 2 3 . 5 2 . 5 3 . 0 2 .7 3 . 3 3 . 1 2 . 8 2 . 6 2 . 3 2 . 2 2 . 0 2 . 0 1 . 6 1 . 6

表 2 - 3- 1 7　 ＢＯ Ｄ （ Ｃ Ｏ Ｄ ） 年 間 平 均 値 の 推 移
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Ｄ
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55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

相模川上流(1) 富士見橋 ● AA イ 1 1.3 1.2 1.7 1.0 1.3 1.5 1.4 1.5 1.1 1.4 1.0 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6

相模川上流(2) 大月橋 ● Ａ ハ 2 1.8 3.4 2.2 2.1 2.4 2.6 1.7 2.3 1.5 1.6 1.8 1.4 1.9 1.6 2.0 1.7 1.6 1.4 1.1 1.0 1.5 1.4 1.2 1.0

相 相模川上流(2) 桂川橋 Ａ ハ 2 1.1 1.6 1.7 1.5 1.6 2.0 1.4 2.3 1.2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.8 1.3 1.4 1.3 0.9 1.0 1.0 1.1 0.8 0.8

宮　川 昭和橋 ● Ｂ ロ 3 8.1 6.9 7.3 5.2 9.0 12.2 11.6 13.6 12.6 7.0 4.2 3.1 3.9 5.5 5.1 5.2 6.2 5.8 2.9 2.8 4.0 4.1 3.1 3.0

柄杓流川 流　末 ● Ａ ハ 2   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   － 1.3 1.3 1.2 1.1 1.3 1.6 1.3 1.0 1.0

模 大幡川 大幡川流末 1.4 1.6 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3 2.4 1.3 1.6 1.6 1.4 1.2 1.5 2.2 1.8 2.4 1.5 1.3 1.8 1.1 1.0 0.7 0.6

朝日川 落合橋 ● Ａ イ 2   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   － 1.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

笹子川 西方寺橋 ● Ａ イ 2   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   － 1.2 1.2 1.1 0.8 0.7 1.0 0.9 0.7 0.7

川 鶴　川 鶴川橋 ● Ａ イ 2   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   －   － 2.7 2.1 2.4 1.8 1.7 1.3 0.9 1.0 0.9

道志川 道志川流末   －   － 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.9 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

秋山川 秋山川流末   －   － 0.8 0.6 0.7 0.9 0.7 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5

年  平  均  値 2.7 2.9 2.5 1.8 2.4 3.0 2.6 3.5 2.7 2.0 1.6 1.4 1.5 1.8 1.9 1.7 2.2 2.2 1.9 2.0 2.2 2.2 2.1 0.9

山中湖 山中湖湖心 ● Ａ イ 3 2.2 2.3 2.7 2.7 2.2 2.6 2.3 2.4 2.5 2.1 2.2 2.8 2.5 2.3 2.4 3.0 2.6 2.5 2.7 3.3 2.7 2.9 2.9 2.6

富 河口湖 河口湖湖心 ● Ａ イ 3 3.0 3.1 3.5 3.3 3.1 2.9 3.3 3.0 3.0 2.6 2.9 2.7 2.5 2.5 2.6 3.0 3.1 3.3 2.8 2.8 3.2 2.8 3.0 2.9

士 河口湖 船津沖 Ａ イ 3 3.3 3.3 3.6 3.0 3.3 3.5 3.5 3.1 3.1 2.6 2.9 3.1 2.7 2.6 2.5 2.9 3.1 3.1 2.8 2.8 3.2 2.9 3.1 2.9

五 西　湖 西湖湖心 ● Ａ イ 3 1.3 1.8 2.0 2.0 1.5 2.1 2.1 1.9 1.7 1.5 2.0 1.7 1.8 1.9 1.8 2.0 2.0 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 1.9

湖 精進湖 精進湖湖心 ● Ａ イ 3 3.6 5.2 4.0 2.8 2.9 2.8 2.8 3.0 3.5 2.6 2.9 2.6 3.1 2.6 2.9 3.2 3.7 3.7 2.9 3.6 2.9 2.8 3.0 2.8

本栖湖 本栖湖湖心 ● AA イ 1 0.5 0.7 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.6 1.2 1.0 1.2 0.9 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0

年  平  均  値 2.3 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 2.1 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4

多摩川上流(1) 下保之瀬橋 AA イ 1   － 0.5 0.7 0.6 1.0 0.8 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.5

小菅川 小菅川流末   － 0.7 1.0 0.7 1.2 0.9 0.9 1.2 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

           年  平  均  値   － 0.6 0.9 0.7 1.1 0.9 0.8 1.1 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.55 0.5 <0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
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（２）水生生物による水質調査

河川の水質評価はＢＯＤ、ＳＳ等理化学的方法により測定した値を環境基準と比較することによ

り行われているが、水生生物は過去から現在までの長期間の水質を反映して棲息しているものであ

り、これを指標として用いることで、なお一層の実際的な水質の把握が可能になる。

この調査は、一般市民の参加を得て、河川に棲む「肉眼でみることのできる大きさの様々な生物

（カワゲラ、サワガニ等３０種の水生生物 」の棲息状況を調査し、その結果から河川の水質の状）

態を推察するものである。

また、調査に参加することで、身近な水辺へのふれあいを深め、水質保全の必要性や河川愛護精

神の重要性を認識してもらうことも目的としている。

平成１５年度は３２河川、延べ５２地点について、３４団体、延ベ１，１４８人の協力を得て調

査を実施した。

その結果は、全調査地点の８８.５％を占める４６地点が「きれいな水（水質階級Ⅰ 」と判定さ）

れた。

（表2-3-20）

（年間平均値）

1 多摩川上流(1) 下保之瀬橋（丹波山村） 0.5 ①0.5

1 小菅川 小菅川流末（小菅村） 0.5 ①0.5

1 道志川 道志川流末（道志村） 0.5 ①0.5

1 秋山川 秋山川流末（秋山村） 0.5 ①0.5

5 富士川(1) 国界橋（白州町） 0.6 ①0.5

5 富士川(1) 船山橋（韮崎市） 0.6 ⑯0.8

5 笛吹川上流 広瀬ダム（三富村） 0.6 ⑧0.6

5 日川 葡萄橋（勝沼町） 0.6 ①0.5

5 相模川上流(1) 富士見橋（西桂町） 0.6 ①0.5

5 大幡川 大幡川流末（都留市） 0.6 ⑪0.7

5 朝日川 落合橋（都留市） 0.6 ⑧0.6

（注）○数字は平成14年度の順位

1 濁川 濁川橋（甲府市） 4.7 ②4.3

2 宮川 昭和橋（富士吉田市） 3.0 ③3.1

3 滝沢川 新大橋（南アルプス市） 2.5 ①5.0

4 鎌田川 高室橋（甲府市） 2.4 ④2.6

4 鎌田川 鎌田川流末（田富町） 2.4 ⑥2.4

（注）○数字は平成14年度の順位

表2-3-18　BOD値上位水域（ベスト５）

ＢＯＤ（ｍｇ/l）
順位 水域名 地点名（所在地）

15年度 14年度

表2-3-19　BOD高濃度水域（ワースト５）

順位 河川名 地点名（所在地）
ＢＯＤ（ｍｇ/ｌ）

15年度 14年度
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表2-3-20 調査地点と水質階級

水質
階級

番 号 河 川 名 番 号 地 点 名 H14 水質階級 地点数 ％
101-1 信玄橋付近 Ⅱ

101-2 竹花橋 Ⅰ

101-3 韮崎西中付近 Ⅰ

103-1 上流 Ⅰ

103-2 下流 Ⅰ

105-1 大磯小磯 Ⅰ

105-2 奥杯橋下流 Ⅰ

110 新川 110-1 関外 Ⅰ

201 塩川 201-1 穂坂橋 Ⅰ

208 白井沢宮川 208-1 赤羽橋上流 Ⅱ

209-1 甲斐駒神社付近 Ⅰ

209-2 尾白の森キャンプ場付近 Ⅰ

210 大武川 210-1 フレンドパーク武川 Ⅰ

213 六反川 213-1 車屋橋 Ⅲ

301 笛吹川 301-1 根津橋上流 Ⅰ

305 琴川 305-1 第３小前 Ⅰ

309 荒川 309-1 桜橋 Ⅰ

310 相川 310-1 相川鍛冶屋橋付近 Ⅰ

311 鎌田川 311-1 みなみっこ橋上流 Ⅱ

312 重川 312-1 重川橋下流 Ⅲ

313 日川 313-1 日川橋下流 Ⅰ

314-1 八幡橋下流 Ⅰ

314-2 相沢橋上流 Ⅰ

320 大門川 320-1 山宮地区 Ⅰ

321-1 前田橋下流 Ⅰ

321-2 窪坂橋下流 Ⅲ

401-1 富士見橋付近 Ⅰ

401-2 大輪橋付近 Ⅰ

401-3 猿橋公園付近 Ⅰ

401-4 網本（塩瀬橋上流）付近 Ⅰ

401-5 大輪橋付近 Ⅰ

402 鹿留川 402-1 天岩橋付近 Ⅰ

405-1 池之原橋付近 Ⅰ

405-2 柳瀬橋付近 Ⅰ

406 秋山川 406-1 浜沢橋付近 Ⅰ

408 真木川 408-1 桑西（上流） Ⅰ

409 浅利川 409-1 遅能戸付近 Ⅰ

410 葛野川 410-1 小姓橋付近 Ⅰ

411-1 仲間川橋付近 Ⅰ

411-2 大鶴小学校横 Ⅰ

412-1 八ﾂ沢橋付近 Ⅰ

412-2 八ﾂ沢橋付近 Ⅱ

412-3 巖島橋付近 Ⅲ

412-4 西原中学校前 Ⅰ

501-1 清水橋付近 Ⅰ

502-1 渡茶ア橋付近 Ⅰ

合計 29河川

501 多摩川

延べ 46 地点

411 仲間川

412 鶴川

401 相模川

405 道志川

100.0

314 金川

321 兄川

209 尾白川 合計 46

4

判定不能 0 0.0

8.7

8.7
105 三沢川

Ⅳ 0 0.0

103 戸川

Ⅲ

調 査 河 川 調 査 地 点 水 質 階 級 別 地 点 数

101 富士川
Ⅰ 38 82.6

Ⅱ 4
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101富士川

213六反川

201塩川

102芦川

401相模川

405道志川

406秋山川

502小菅川

501多摩川

314金川

105三沢川

411仲間川

301笛吹川

112矢沢川

205衣川

305鼓川

408真木川

309荒川

412鶴川
409浅利川

210大武川

107波木井川

311鎌田川

312重川

313日川

402鹿留川

208白井沢宮川

306濁川

307平等川

111大柳川

101富士川

410葛野川

： Ⅰ　 きれいな水

： Ⅱ　 少しきたない水

： Ⅲ　 きたない水

： Ⅳ　 大変きたない水

： 判定不能

図2-3-18　各地の状況（平成15年度）
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（３）地下水水質測定結果の概要

地下水の水質保全を図るため、水質汚濁防止法第16条第１項の規定に基づき、各年度ごとに「地

下水水質測定計画」を定め、地下水質の監視を行っている。

平成15年度の結果では、県下の全体的な地下水質の概況を把握するために実施した概況調査（42

地点）において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が１地点で環境基準を超えて検出された。

また、定期モニタリング調査としては、過去に環境基準を超過した38地点について調査を実施し

たところ、23地点で環境基準を超過した。今後もこれらの地点については、定期モニタリング調査

地点として、経年変化を調査していく。

汚染井戸周辺地区調査としては、平成14年度の概況調査で環境基準を超過し井戸がなかったため、

実施しなかった。

測定地点A

ア 概況調査は、県内（甲府市を除く）を５㎞メッシュを基本に区切った84地区で、環境基準項

目については２年間の、要監視項目については４年間のローリングにより調査を行う。

（図2-3-19）

また、甲府市内については、２kmメッシュに区切った18地区で、２年間のローリングにより

調査を行う （図2-3-20)。

平成15年度は、メッシュ№が偶数の地区で調査を行った。

イ 汚染井戸周辺地区調査は、概況調査等において環境基準項目等の測定結果が環境基準を超え

た場合実施するが、平成１４年度の概況調査で環境基準を超過した井戸がなかったため実施し

なかった。

ウ 定期モニタリング調査は、過去の調査において環境基準を超過した地点において実施する。

平成15年度は、38地点で実施した。
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図2-3-19 測 定 地 点 図 （山梨県）

（ただし、No.22,23,31,32欠番）※５㎞メッシュを基本とする県内（甲府市を除く）８４地区

図2-3-20 測定地点図 （甲府市）

※甲府市内の１８地区

㎞メッシュ）（２

測定地点図 （平成１２年度調査用）
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測定結果B

平成15年度の地下水の水質測定は、概況調査51地点、及び定期モニタリング調査36地点の合計87

地点について実施した。

ア 概況調査

環境基準が定められている26項目について、年２回51地点で調査を実施したところ、１地点

から硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えて検出された。

平成15年度概況調査結果

イ 定期モニタリング調査

過去に環境基準を超過した38地点のそれぞれの超過項目等について年２回調査したところ、

23地点で環境基準を超過した。

平成15年度定期モニタリング調査結果

基 準 値 （ 注 ）
m g / ㍑ 基 準 値 超 過 基 準 地 内 検 出 不 検 出

砒 素 0 . 0 1 ０ 地 点 １ 地 点 ( 0 .0 5 ) ４ １ 地 点
う ち 飲 用 １ 地 点

1 . 1 . 1 - ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ 1 ０ 地 点 １ 地 点 ( 0 .0 0 5 6 ) ４ １ 地 点
う ち 飲 用 １ 地 点

ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 0 . 0 3 ０ 地 点 １ 地 点 ( 0 .0 0 7 ) ４ １ 地 点
う ち 飲 用 １ 地 点

硝 酸 性 窒 素 及 び 1 0 １ 地 点 ( 1 1 ) ４ １ 地 点 ( 0 .0 8 ～ 1 0 ) ０ 地 点
亜 硝 酸 性 窒 素 う ち 飲 用 ０ 地 点 う ち 飲 用 １ ６ 地 点

ふ っ 素 0 . 8 ０ 地 点 ２ １ 地 点 １ ７ 地 点
う ち 飲 用 １ ６ 地 点

ほ う 素 1 ０ 地 点 ９ 地 点 ( 0 .0 5 ～ 0 .3 1 ) ３ ３ 地 点
う ち 飲 用 ６ 地 点

０ 地 点 ０ 地 点 ４ ２ 地 点
ニ ッ ケ ル な し １ 地 点 ( 0 .0 0 3 ) ２ ０ 地 点

う ち 飲 用 １ 地 点

０ 地 点 ２ １ 地 点

（ 注 )  環 境 基 準 項 目 は 環 境 基 準 値 ､ 要 監 視 項 目 は 指 針 値

要
監
視
項
目 上 記 以 外 の ２ １ 物 質

地 点 数 （ 測 定 値 ： m g / ㍑ ）

環
境
基
準
項
目

上 記 以 外 の ２ ０ 物 質

物 質 名

基 準値（注）
mg/㍑ 基 準値超 過 基準地 内検出 不 検出

砒素 0.01 １地点(0.057) ０１地点 ０地 点
うち飲用 ０地 点

ジクロロメタン 0.02 ０地点 ０地点 ) １地 点
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 .004 ０地点 ０地点 ２８地 点
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02 ３地点(0.03～ 0.069) ２地点 (0.002 ,0.019) ２３地 点

うち飲用 ０地 点 うち飲用 １地点
ｼｽ-1 .2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 ２地点(0.048～ 0.096) ３地点 (0.004～0.038) ２３地 点

うち飲用 ０地 点 うち飲 用１６地点
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 ０地点 １３地点(0.0008～0.047) １５地 点

うち飲用 １地点
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 .006 ０地点 ０地点 ２８地 点
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 ８地点(0.032～ 0.14) ８地点 (0.003～0.025) １２地 点

うち飲用 ０地 点 うち飲用 ０地点
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 ９地点(0.012～ 0.13) １３地点(0.0005～0.0088) ６地 点

うち飲用 ０地 点 うち飲用 １地点
硝酸性 窒素及 び 10 ５地点(11～30) １地点 (9.4) ０地 点
亜硝酸 性窒素 うち飲用1地 点 うち飲用 ０地点

環
 

境
 

基
 

準
 

項
 

目

地点 数（測 定値：mg/㍑）
物質 名
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２ 水質汚濁防止対策

（１）法令による排水規制【大気水質保全課】

公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法及び山梨県公害防止条例に基

づき、工場、事業場に対し排水規制を行っている。

水質汚濁防止法では、汚水を排出する施設を特定施設として定め、特定施設を設置する場合、事

業者に届出を義務付けるとともに、排水基準を定めている。

また、本県では、山梨県公害防止条例により、水質汚濁防止法の排水基準より厳しい基準（上乗

せ基準）を定め排水規制を強化するとともに、水質汚濁防止法の特定施設以外に汚水を排出する施

設（横出し施設）を定め届出を義務付けている。

さらに条例で、特に水質汚濁への影響に関係の深い作業を行う工場、事業場を指定工場として、

その設置などに対して許可制をとっている。

これら水質汚濁防止法及び山梨県公害防止条例の適用を受ける工場、事業場については、立入検

査を行い、排水基準の遵守や排水処理施設の管理状況などを監視している。

なお、平成12年11月１日、甲府市が特例市に移行したことに伴い、水質汚濁防止法（昭和45年法

、律第138号）第28条の規定による事務の委任を甲府市長が受けたことから、平成12年11月１日以降

当該事務のうち、甲府市に係る事務は甲府市長の権限に属する事務となった。

規制対象施設A

水質汚濁防止法及び山梨県公害防止条例に基づく届出事業場数は、平成15年度末で5,473であ

った。

業種別の内訳では、旅館業が48.5％を占め、次いで洗たく業8.4％、酸・アルカリによる表面

処理施設6.2％、自動式車両洗浄施設5.7％、畜産農業4.6％であり、これら５業種で全体の約７

割を占めている （表2-3-21）。

表2-3-21 特定施設等届出数等の推移

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５項目
年度

(505) (695) (694) (696)
特定事業場数 5,459 5,410 5,354 5,354 5,371 5,361 5,271

5,278 5,481 5,503 5,473
(476) (667) (666) (668)

水質汚濁防止法 5,341 5,290 5,234 5,238 5,252 5,242 5,152
5,159 5,361 5,385 5,358
( 29) ( 28) ( 28) ( 28)

横出し（県条例） 118 120 120 116 119 119 119
119 120 118 115

( 70) ( 56) ( 43) ( 43)
指定工場数 241 230 215 201 186 182 159

176 141 105 110
(146) (153) (118) (158)

排水基準適用事業場数 1,164 1,152 1,166 1,162 1,160 1,032 970
977 1,121 1,066 1,065

( 84) ( 76) ( 87) ( 86)
有害物質使用事業場 358 373 354 340 337 328 313

314 295 275 285
排水量20m /日以上 ( 59) ( 77) ( 31) ( 72)

3

793 765 798 808 810 691 644
（除有害物質使用） 647 810 776 769

( 3) ( 0) ( 0) ( 0)
横出し（県条例） 13 14 14 14 13 13 13

16 16 15 11

※平成12年度以降の欄の上段（ ）内は、甲府市分の再掲
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立入検査B

平成15年度は、延べ525事業場について立入検査を実施し、うち292事業場について排出水など

の採水検査を行い、排水基準の遵守状況などを監視した。

この結果、33事業場において排水基準違反があり、文書による行政指導や改善勧告を行った。

（表2-3-22）

表2-3-22 立入検査・採水検査実施の推移

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５項目 年度

( 3) ( 18) ( 5) ( 15)実施事業場数 1,087 1,125 1,394 1,090 1,368 1,277 1,128 678 636 525
立入検査

(505) (695) (694) (250)
対象事業場数 5,410 5,354 5,354 5,371 5,361 5,271 5,278 5,481 5,503 4,940

( 1) ( 8) ( 0) ( 5)
実施事業場数 409 439 416 402 362 403 365 361 319 292

採水検査
(146) (153) (118) ( 68)

対象事業場数 1,152 1,166 1,162 1,160 1,032 970 977 1,121 1,066 964

( 0) ( 4) ( 0) ( 0)
排水基準違反事業場数 96 94 68 53 51 59 58 56 57 33

※平成12年度以降の欄の上段（ ）内は、甲府市分の再掲

（２）富士五湖の水質保全対策【大気水質保全課】

近年、湖沼等の閉鎖性水域においては、窒素・りんの流入による富栄養化が進み、アオコの発生

による利水障害などが生じ、全国的な問題になっている。

このため、県では、富士五湖の富栄養化を防止するため、各種の水質調査を実施し、汚濁の解明

に努めるとともに、精進湖における網イケスの全面撤去（昭和60年度 、本栖湖における地域し尿）

処理施設の整備（昭和61年度竣工 、精進湖における特定環境保全下水道の整備（平成11年７月供）

用開始）を図ってきた。

なお、山中湖、河口湖、西湖については、富士北麓流域下水道の整備が進められており、昭和61

年7月には一部が供用開始されている。

（３）生活排水対策

生活排水処理施設整備構想【大気水質保全課】A

河川や湖沼などの公共用水域には、魚類や水生昆虫が棲んでおり、そこを流れる水は、生活用

水や工業用水、農業用水などに利用されている。

また、近年、水辺環境が人々に対する潤いや安らぎの場として注目されている。

しかし、これら公共用水域における水質汚濁の原因については、炊事、洗濯、入浴など人々の

日常生活から排出される生活排水が約７割を占めていると言われている。

このため、公共用水域における水質汚濁防止のためには、計画的な生活排水処理対策を行うこ

とが重要である。

現在、県内における生活排水処理施設の整備は、国土交通省所管の下水道、農林水産省所管の

農業集落排水処理施設、環境省所管の浄化槽などが進められており、これらの各種事業はそれぞ
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れの事業目的により実施されている。

これら事業手法の選択は、最終的には市町村が判断すべき事項であるが、汚水処理を全県的に

普及・推進するためには、各種の手法について総合的視点に立った整備目標を示す必要がある。

このため、本県では県下全域を対象に、各種生活排水処理施設の整備をそれぞれの地域の実情

や環境特性に応じて、より効率的・計画的に進めることを目的として、平成９年３月「山梨県生

活排水処理施設整備構想」を策定し実施してきたが、構想策定から５年以上が経過し、この間に

厳しさを増した地方財政や公共事業を取り巻く環境の変化、浄化槽法改正など情勢の変化があり、

施設整備を進めていく指針としての役割を果たすことが次第に困難となってきたため、平成１５

年度に新構想を策定し、生活排水処理施設の整備を一層推進し、河川の水質保全を図り、潤いと

安らぎに満ちた快適な環境の創造を図ることとした。

なお、平成１５年度末の生活排水処理施設整備の実施状況については表2-3-23 のとおりであ

り、進捗状況は のとおりである。表2-3-24 及び 図2-3-21
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表2-3-23　生活排水処理施設整備の実施状況

　 　 　 　 　 （平成１６年３月３１日現在）

市町村名 総人口 下水道
農業集落排水
処理施設

簡易排水施
設

林業集落排
水処理施設

合併処理浄
化槽

コミュニ
ティプラン

ト

小規模集合
排水処理施

設

衛生処理人
口

生活排水ク
リーン処理

率

甲府市 188,476 170,080 9,781 179,861 95.4%
富士吉田市 54,215 20,860 4,905 25,765 47.5%

塩山市 26,478 9,159 2,022 11,181 42.2%
都留市 33,413 4,179 5,474 9,653 28.9%
山梨市 32,064 11,927 2,073 14,000 43.7%
大月市 31,805 4,302 5,340 9,642 30.3%

韮崎市 32,352 11,462 2,973 316 14,751 45.6%
南アルプス市 72,040 23,119 486 11,081 1,603 36,289 50.4%
春日居町 7,217 4,986 100 5,086 70.5%
牧丘町 6,074 1,768 568 2,336 38.5%

三富村 1,306 1,144 1,144 87.6%
勝沼町 9,660 4,173 1,003 5,176 53.6%
大和村 1,535 1,375 157 1,532 99.8%
石和町 26,788 7,498 6,511 14,009 52.3%
御坂町 12,470 3,461 1,075 4,536 36.4%

一宮町 11,408 5,318 697 6,015 52.7%
八代町 8,752 4,801 433 5,234 59.8%
境川村 4,826 4,356 45 4,401 91.2%
中道町 5,680 4,036 216 4,252 74.9%

芦川村 603 603 603 100.0%
豊富村 3,681 3,509 172 3,681 100.0%

上九一色村 1,634 331 373 102 157 963 58.9%
三珠町 4,203 2,935 47 120 3,102 73.8%

市川大門町 10,699 5,862 38 988 6,888 64.4%
六郷町 4,009 2,521 379 254 3,154 78.7%
下部町 5,238 128 1,592 53 1,773 33.8%
増穂町 13,373 6,359 827 7,186 53.7%

鰍沢町 4,458 2,743 114 211 3,068 68.8%
中富町 4,315 3,068 124 3,192 74.0%
早川町 1,665 84 68 903 1,055 63.4%
身延町 7,815 1,270 3,658 4,928 63.1%

南部町 10,547 4,593 4,593 43.5%
竜王町 39,419 18,725 9,453 28,178 71.5%
敷島町 19,066 9,710 161 876 1,793 12,540 65.8%
玉穂町 9,899 5,194 1,597 6,791 68.6%

昭和町 16,099 9,539 1,283 10,822 67.2%
田富町 16,375 8,865 731 3,074 12,670 77.4%
双葉町 13,709 6,760 910 1,258 8,928 65.1%
明野村 4,966 3,474 1,086 73 4,633 93.3%
須玉町 7,205 3,939 892 718 5,549 77.0%

高根町 9,940 5,793 1,623 1,231 8,647 87.0%
長坂町 9,491 7,253 703 1,290 9,246 97.4%
大泉村 4,639 2,447 1,433 3,880 83.6%
小淵沢町 6,070 3,281 641 621 4,543 74.8%

白州町 4,343 2,769 457 3,226 74.3%
武川村 3,458 1,420 462 1,882 54.4%
秋山村 2,270 802 802 35.3%
道志村 2,167 539 539 24.9%

西桂町 4,971 63 475 538 10.8%
忍野村 8,448 5,079 2,052 7,131 84.4%
山中湖村 5,946 4,161 935 5,096 85.7%
鳴沢村 3,113 1,560 1,560 50.1%

富士河口湖町 23,825 14,984 2,180 17,164 72.0%
上野原町 26,562 3,784 5,307 9,091 34.2%
小菅村 1,025 948 75 2 1,025 100.0%
丹波山村 872 832 16 24 872 100.0%

合計 882,677 436,864 15,115 0 0 104,145 8,201 77 564,402 63.9%

※ 各処理施設の数値は、処理施設の使用人口を表す。

※ 総人口：住民基本台帳人口から引用。　　　　

※ 下水道：下水道事業による処理区域内人口から引用。

※ 農業集落排水処理：農業集落排水処理施設整備事業による供用人口から引用。

※ 合併処理浄化槽：「合併処理浄化槽等処理人口調査」から引用。

※ コミュニティプラント：「一般廃棄物処理実態調査結果」から引用。

※ 小規模集合排水処理施設：小規模集合排水処理施設整備事業による供用人口から引用。
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表 2 - 3 - 2 4 　 生 活 排 水 処 理 施 設 整 備 の 進 捗 状 況

年 　 度 総 人 口 下 水 道
簡 易 排 水

施 設
林 業 集 落 排
水 処 理 施 設

合 併 処 理 浄 化
槽

生 活 排 水
処 理 人 口

生 活 排 水
ク リ ー ン
処 理 率

平 成 ４ 年 度 8 6 5,8 58 1 79 ,80 0 8 4 5 0 0 1 4,87 9 7,5 80 0 2 0 3,1 04 2 3%

平 成 ７ 年 度 8 7 7,7 94 2 55 ,40 7 5 ,6 8 8 0 0 5 2,55 4 8,2 10 0 3 2 1,8 59 3 7%

平 成 ８ 年 度 8 8 0,7 52 2 74 ,62 4 8 ,7 6 4 0 0 5 0,35 7 8,8 72 0 3 4 2,6 17 3 9%

平 成 ９ 年 度 8 8 2,6 61 3 00 ,58 5 10 ,2 6 8 0 0 5 1,96 3 8,5 53 0 3 7 1,3 69 4 2%

平 成 １ ０ 年 度 8 8 3,8 47 3 21 ,59 9 12 ,8 3 8 0 0 5 7,17 4 7,8 94 18 3 9 9,5 23 4 5%

平 成 １ １ 年 度 8 8 5,4 22 3 48 ,37 0 13 ,1 4 4 0 0 6 0,98 8 8,3 51 17 4 3 0,8 70 4 9%

平 成 １ ２ 年 度 8 8 6,0 77 3 67 ,64 4 13 ,8 8 7 0 0 7 3,54 0 8,3 51 71 4 6 3,4 93 5 2%

平 成 １ ３ 年 度 8 8 5,1 96 3 85 ,79 1 13 ,9 0 0 0 0 8 4,01 0 7,4 75 79 4 9 1,2 55 5 5%

平 成 １ ４ 年 度 8 8 4,1 70 4 10 ,10 6 14 ,4 1 4 0 0 9 4,38 8 7,6 71 79 5 2 6,6 58 5 9 .6 %

平 成 １ ５ 年 度 8 8 2,6 77 4 36 ,86 4 15 ,1 1 5 0 0 10 4,1 45 8,2 01 77 5 6 4,4 02 6 3 .9 %

平 成 ２ ２ 年 度 8 8 5,1 96 5 93 ,30 4 19 ,4 0 1 0 0 10 5,3 53 6,0 90 80 7 2 4,2 28 8 2%

図 2 - 3 - 2 1 　 生 活 排 水 処 理 施 設 整 備 の 進 捗 状 況

農 業 集 落 排 水
処 理 施 設

コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ
ン ト

小 規 模 集 合 排
水 処 理 施 設

0

1 00 ,00 0

2 00 ,00 0
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２
２
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農 業 集 落 排 水 処 理 施 設

下 水 道



- 94 -

下水道の整備【下水道課】B

下水道は、トイレの水洗化など生活環境の改善に寄与するとともに、公共用水域の水質保全を

図るうえで極めて重要な公共施設である。

本県における下水道事業は、昭和29年に甲府市が最初に着手し、平成15年度末では56市町村の

うち47市町村（事業実施率84％）が実施している。また、このうち46市町村で下水道が一部供用

開始されている。

下水道事業実施市町村は次のとおりである。

区 分 実施市町村 （一部供用開始年月）

富士北麓流域関連 富士吉田市(S61.7)、富士河口湖町〔旧河口湖町(S61.7)、旧勝山村(H2.

公 共 下 水 道 4)、旧足和田村(H2.4) 、忍野村(S63.4)、山中湖村(H1.7)〕

峡 東 流 域 関 連 塩山市(H1.7)、山梨市(H1.7)、春日居町(H1.7)、牧丘町(H4.10)、勝沼町

公 共 下 水 道 (H5.7)、石和町(H1.7)、御坂町(H6.4)、一宮町(H5.7)、八代町(H6.4)、

境川村(H5.7)、中道町(H5.7)

韮崎市(H8.4)、南アルプス市〔旧八田村(H10.4)、旧白根町(H10.4)、旧

釜 無 川 流 域 関 連 若草町(H7.4)、旧櫛形町(H8.4)、旧甲西町(H5.4) 、三珠町(H10.4)、市〕

公 共 下 水 道 川大門町(H9.11)、増穂町(H5.4)、鰍沢町(H7.4)、竜王町(H5.4)、敷島町

(H7.10)、玉穂町(H5.4)、昭和町(H5.4)、田富町(H5.4)、双葉町(H7.10)

桂 川 流 域 関 連 富士吉田市(-)、都留市(H16.4)、大月市(H16.4)、西桂町(H16.4)、上野

公 共 下 水 道 原町(H16.4)

甲府市(S37.8)、大和村(H13.4)、上九一色村(H11.7)、六郷町(H11.7)、

単 独 公 共 下 水 道 中富町(H14.4)、早川町(H2.4)、身延町(H4.4)、明野村(H14.4)、須玉町

(H8.2)、高根町(S62.5)、長坂町(H8.4)、大泉村(H12.3)、小淵沢町(H7.

7)、丹波山村(S62.10)、小菅村(S63.4)、武川村(-)

また、県全体の下水道普及率（処理区域内人口／行政人口）は平成15年度末で49.5％であり、

近年着実に増加してきているところである。

県では下水道の整備を促進するため、平成３年度から市町村の国庫補助対象事業費の一部を県

が補助する公共下水道普及促進補助制度を創設し、平成16年度から、市町村の国庫補助対象事業

の2.5％（一定要件を備えるもの）を補助している。また、平成７年度から同制度を拡充して市

町村の単独事業費についても2.5％を補助（一定の要件を備えるもの）することとし、下水道の

普及促進を図っている。

各市町村の平成15年度末下水道普及率は次のとおりである。

富士北麓流域下水道（流域普及率56％）

市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%)

富士吉田市 ４９ 忍野村 ６０ 山中湖村 ７０

富士河口湖町 ６３
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峡東流域下水道（流域普及率41％）

市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%)

塩山市 ３５ 山梨市 ３７ 春日居町 ６９

牧丘町 ２９ 勝沼町 ４３ 石和町 ２８

御坂町 ２８ 一宮町 ４７ 八代町 ５５

境川村 ９０ 中道町 ７１

釜無川流域下水道（流域普及率44％）

市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%)

韮崎市 ３５ 南アルプス市 ３２ 市川大門町 ５５

増穂町 ４８ 三珠町 ７０ 竜王町 ４８

敷島町 ５１ 鰍沢町 ６２ 昭和町 ５５

田富町 ５４ 玉穂町 ５３ 双葉町 ４９

桂川流域下水道（流域普及率11％）

市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%)

富士吉田市 － 都留市 １３ 大月市 １４

西桂町 １ 上野原町 １４

単独公共下水道

市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%) 市町村名 普及率(%)

甲府市 ９０ 上九一色村 ２０ 六郷町 ６３

早川町 ５ 身延町 １６ 須玉町 ５５

高根町 ５８ 長坂町 ７６ 大泉村 ５２

小淵沢町 ５４ 小菅村 ９３ 丹波山村 ９５

明野村 ７０ 中富町 ７１ 大和村 ９０

農業集落排水施設の整備【耕地課】C

農業集落排水施設の整備は、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持または、

農村の生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質を保全し、地域資源の利活用に寄与する

ため農業集落におけるし尿、生活排水などの汚水や汚泥又は、雨水を処理し、生産性の高い農業

の実現と活力ある農村社会の形成に資することを目的としている。

事業実施のための要件は、農業振興地域内であること、受益戸数おおむね20戸以上としている。

特に、農村地域は集落が分散した疎な居住空間であることから、経済性、水のリサイクル、汚

泥の農地還元、集落コミュニティの維持強化を考慮した小規模分散型汚水処理システムを取り入

れている。

補助制度としては、事業費に対して国補50％、県費５％のほか、事業の普及促進を図るため、

事業実施市町村に対して事業費の３％を普及促進費補助金として助成している。なお、一定の要

件に合う過疎市町村では県営農業集落排水事業での実施が可能となっている。

本県では、109処理区（処理人口34,108人）を対象に整備計画を推進しており、平成14年度ま

でに 41地区（六郷町、鰍沢町、明野村、白州町、豊富村、高根町、武川村、長坂町、早川町、

南アルプス市、小管村、上九一色村、敷島町、須玉町、芦川村、下部町、小淵沢町、市川大門町、

三珠町）が採択され、平成15年度末までに38地区が完了し供用開始している。

整備計画に対しては45％の進捗率となっている。
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浄化槽設置の促進【大気水質保全課】D

山間部が多い本県では、下水道・農業集落排水処理施設などの集合処理施設を整備することが

できない地域が多い。このような地域の生活排水対策としては、し尿と生活排水を併せて処理す

る浄化槽の整備が重要である。

浄化槽は、次のような長所を持っている。

ア 処理性能は、下水道の終末処理場と同等であること。

イ 施設規模が小さいため複雑な地形に対応できること。

ウ 短期間の工事で設置できるため水質保全の効果が迅速に現れること。

エ 処理水を近くの水路に放流するため河川の水量維持に役立つこと。

この浄化槽の設置を促進するため、国、県及び市町村では浄化槽の設置に対して助成を行って

いる。

○ 浄化槽設置整備事業

住民が浄化槽を設置するに当たり、市町村が浄化槽の設置費用の約４割に当たる金額（施設

規模ごとに基準額が決められている。例：５人槽35万４千円）を補助する事業。

国・県はその事業に対し、事業費の１／３を各々補助する。

15年度の事業実施市町村は、30市町村で948基助成した。

表2-3-25 平成15年度浄化槽設置整備事業実施市町村

○ 浄化槽市町村整備推進事業

市町村自ら浄化槽を各戸に整備する事業。住民から使用料を徴収することによって、事業の

維持管理等の運営を行っている。

国から１／３の補助と、起債元利償還の50％に対する交付税措置がある。

15年度の事業実施市町村は、５町村で181基設置された。

町村名 設置基数 町村名 設置基数 町村名 設置基数 町村名 設置基数

三富村 18 牧丘町 30 道志村 43 大和村 28

白州町 42 市川大門町 20

市町村名 助成基数 市町村名 助成基数 市町村名 助成基数 市町村名 助成基数

長坂町 16 須玉町 4 鳴沢村 75 都留市 80

上野原町 10 秋山村 23 早川町 14 身延町 46

高根町 18 小淵沢町 28 下部町 30 甲府市 29

白州町 36 中富町 8 富士吉田市 88 上九一色村 8

大月市 71 大泉村 31 武川村 20 南部町 106

富士河口湖町 45 市川大門町 9 六郷町 32 山梨市 7

境川村 1 西桂町 7 忍野村 9 増穂町 35

韮崎市 34 塩山市 24
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これまで浄化槽の主流となっていた単独処理浄化槽は、生活雑排水が処理できず、また処理水

質の基準が低いことから、水質保全上好ましくない面があった。このため、平成12年６月の浄化

槽法の改正により、単独処理浄化槽の原則新設禁止とともに、既設の単独処理浄化槽について浄

化槽への転換についての努力義務が規定された。

なお、大手浄化槽メーカーで構成する（社）浄化槽システム協会では、平成11年３月末をもっ

てその製造を取りやめている。

（４）魚の住める豊かな川づくり【花き農産課】

河川湖沼の水質汚濁及び廃棄物の堆積による水生生物への悪影響を防止軽減するため、河川の定

期定点観測等の汚染監視による漁業被害の防止、生物モニタリング調査による生息環境の判定を行

うとともに、カワウや外来魚の被害軽減・駆除への助成を行い、山梨県漁業協同組合連合会の「ふ

るさとの川や湖に魚いっぱい運動」を支援している。

（５）ゴルフ場農薬による水質汚濁防止対策

①指導要綱に基づく指導【農業技術課】

○対策

ゴルフ場で使用する農薬の河川等の水質に及ぼす影響について、全国的に関心が高まる中で本

県では、昭和63年10月、ゴルフ場農薬の使用実態等を把握するとともに、昭和64年１月１日、全

国に先駆けて 「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」を制定し、農薬の安全か、

つ適正な管理・使用の徹底に努めているところである。

また、平成３年３月、ゴルフ場における減農薬化及び魚毒性に配慮した農薬の選定等を一層推

進するため、県内の農薬の専門家で組織する「ゴルフ場における病害虫防除技術研究会」におけ

る検討結果を踏まえ 「ゴルフ場の芝生等管理指針」を策定し、平成７年３月同改定版を発行し、

た。

さらに、平成３年４月、行政による指導だけでなく、ゴルフ場事業者の自主的な努力を助長す

るための仕組みを整備することが大切であるとの観点から、学識経験者等の意見を参考にしなが

ら「山梨県ゴルフ場農薬適正使用認定制度」を制度化した。

平成13年、ゴルフ場農薬使用量（18ホール換算）が認定初年度対比で63.0％減少し、一定の成

果が得られたことから 「認定制度」は廃止した。、

現在は 「ゴルフ場における農業の安全使用に関する指導要綱」に基づいて、農業の使用計画、

及び水質の自主検査結果の報告を求め、適正使用指導、水質汚濁防止対策に努めている。

○監視指導等

「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」に基づき、ゴルフ場事業者や農薬使用

管理責任者を対象に、農薬の適正使用や危害防止対策等について、研修会・講習会を開催した。

また、立入検査は、農薬使用の状況や保管・管理状況を重点的に実施したが、重大な違反はな

かった。

使用されていた農薬は、いずれも芝又は樹木の登録農薬であった。

一方、ゴルフ場事業者が自主的に実施した平成15年の水質測定検体数は、523検体であり、環
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境省の指針値を超過した事例はなかった。

②ゴルフ場周辺の農薬実態調査【大気水質保全課】

ゴルフ場で使用する農薬の公共用水域などに及ぼす影響が全国的に懸念されており、環境庁で

は、昭和63年８月にゴルフ場周辺の水質などの実態把握に努めることとし、平成２年５月には

「ゴルフ場における農薬の暫定指導指針」を示した。

本県では、平成元年から毎年、ゴルフ場周辺の公共用水域などでの水質検査を実施している。

平成１５年度の調査内容は次のとおりである。

◆ 調査対象施設数 ４２ゴルフ場

◆ 調査地点数 １ゴルフ場１地点（ゴルフ場排水口、場内調整池）

◆ 調査回数 年１回（６月）

◆ 調査項目 農薬44種類（表2-3-26）

・殺虫剤 ダイアジノンなど１０種類

・殺菌剤 フルトラニルなど１７種類

・除草剤 シマジンなど１７種類

平成１５年度に調査を行った検体のうち、暫定指導指針値を超過して検出された農薬はなかっ

た。

この調査結果から、平成１５年度にゴルフ場で使用された農薬による公共用水域への影響はな

かったものと判断する （本県では、調査を開始して以来、暫定指導指針値を超過した事例はな。

い ）。

今後も、ゴルフ場で使用される農薬による公共用水域における水質汚濁の実態把握に努める。
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農薬４４種類の種別表2-3-26 ゴルフ場周辺の農薬実態調査項目

種別 農 薬 成 分 名 指針値( /㍑) 種別 農 薬 成 分 名 指針値( /㍑)㎎ ㎎

アセフェ－ト ０.８ アゾキシストロビン ５

イソキサチオン ０.０８ イソプロチオラン ０.４

イソフェンホス ０.０１ イプロジオン ３

エトフェンプロックス ０.８ ( ) ０.０４殺 殺 エトリジアゾール エクロメゾール

クロルピリホス ０.０４ オキシン銅（有機銅） ０.４

ダイアジノン ０.０５ キャプタン ３

チオジカルブ ０.８ クロロタロニル(TPN） ０.４

トリクロルホン(DEP） ０.３ クロロネブ ０.５虫 菌

ピリダフェンチオン ０.０２ チウラム（チラム） ０.０６

フェニトロチオン(MEP) ０.０３ トルクロホスメチル ０.８

フルトラニル ２

プロピコナゾール ０.５剤 剤

ペンシクロン ０.４

ホセチル ２３

ポリカーバメート ０.３

メタラキシル ０.５

小計 １０種類 小計 １７種類

アシュラム ２

ジチオピル ０.０８

シデュロン ３

シマジン（CAT） ０.０３除

テルブカルブ(MBPMC) ０.２

トリクロピル ０.０６

ナプロパミド ０.３

ハロスルフロンメチル ０.３草

ピリブチカルブ ０.２

ブタミホス ０.０４

フラザスルフロン ０.３

プロピザミド ０.０８剤

ベンスリド（SAP） １

ペンディメタリン ０.５

( ) ０.８ベンフルラリン ベスロジン

メコプロップ(MCPP) ０.０５

メチルダイムロン ０.３

小計 １７種類


